
令和８年度

厚岸町の固定資産税・都市計画税のあらまし

◎固定資産税とは

町内に所在する土地・家屋・償却資産に対してかかる税金です。毎年１月１日（賦課期日）
現在で、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人（法人及び個人）が町に納めていただ
きます。

◎都市計画税とは

都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てる目的税で、都市計画区域内に所在する土地
及び家屋に対してかかる税金です。賦課期日に土地・家屋を所有している人が、固定資産税と
併せて町に納めていただきます。

◆固定資産税・都市計画税を納める人

所有者として登記（登録）されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日
現在、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者になります。

◆税額を通知するまでのあらまし

固定資産税・都市計画税は次のような手順で税額を決定し、通知します。

１．固定資産を評価し、評価額を決定します。課税標準額の特例等の適用がある場合は、
評価額から定められた特例の割合を減額し、課税標準額を算出します。

↓
２．課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。税額の減額措置等の適用がある場合は、

算出した税額から定められた特例の割合を減額し、税額を算出します。
・固定資産税額 ＝ 課税標準額の合計 × 1.4％
・都市計画税額 ＝ 課税標準額の合計 × 0.25％

↓
３．税額などを記載した納税通知書により納税者のみなさんに通知します。

◆課税明細書をご確認ください

課税されている土地・家屋の内訳を、納税通知書の「課税明細書」に記載していますので、

ご確認ください。また、「課税明細書」は毎年度送付しますので、所有資産の異動などの確認

書類として大切に保管してご利用ください。

◆納付書に記載されるお名前について

令和８年度より、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」で定める基準に対応した情報シ

ステムへと改修を行いました。

これにより、「納税通知書」にはお送り先のお宛名、「納付書」には資産の所有者のお名前が記載され

ることとなります。

このため、お送り先を設定されている一部の納税義務者の方の「納税通知書」と「納付書」で、

記載されているお名前が一致しない場合がございます。ご了承ください。

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人（固定資産税のみ）償却資産

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている人家 屋

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記、または登録されている人土 地



◆固定資産の評価替えについて

土地・家屋については、３年ごとに評価額を見直す制度がとられており、これを評価替えといい
ます。この評価替えの年を基準年度といい、基準年度以外の年度については、原則として価格を据
え置きます。
今年度は、基準年度ではありませんので原則として価格は据え置かれていますが、土地の地目の

変更や家屋の増改築等によって、基準年度の価格によることが適当でない土地・家屋については、

新たに評価を行い価格を決定しています。

◆固定資産税・都市計画税の減額等の主な制度について

１．土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置について

土地に係る固定資産税・都市計画税は、原則として価格または特例額をもとに税額を算出してい
ます。
固定資産税・都市計画税は評価替えにより、評価額が急激に上昇した場合でも、税額の上昇はゆ

るやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近づけていく「負担調整措置」が適用さ
れています。

２．新築住宅に対する固定資産税の減額について
新築された住宅は、以下の要件を満たしている場合に固定資産税が減額されます。
ア．専用住宅、共同住宅または併用住宅であること。（別荘用の建物は対象になりません。）

イ．下記の床面積要件を満たしていること。

３．一定の改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額について

耐震改修工事等を行った一部の家屋については、固定資産税の減額を受け

られる場合があります。詳しくは右記のＱＲコードよりご確認ください。

なお、改修工事等を行った家屋の減額措置を受けるには、改修工事終了後

３ヶ月以内に関係書類を添付して町に申告する必要があります。

新築後５年度
令和３年１月１日

～
令和８年１月１日

認定長期
優良住宅

２

税額の2分の1
(最大120㎡分
までを上限)

新築後３年度
50㎡以上280㎡以下
(一戸建て以外の場合
は40㎡以上280㎡以下)

令和５年１月１日
～

令和８年１月１日
一般の住宅

１

減額される額適 用 期 間対 象 床 面 積新 築 時 期新築住宅の種類

◆問い合わせ

この度、お送りしました納税通知書の固定資産税額・都市計画税額に関することや、課税明細書
などについてご不明な点がありましたら、下記へご連絡ください。
また、家屋の新築・増改築、所有者変更、用途変更、取り壊し等をされた方、土地の利用方法を

変更された方は届出が必要です。(家屋については登記済みのもの、登記がなされていないものを問

わずお願いしています。)お手数ですが、ご協力をお願いいたします。

〒088-1192 北海道厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地
☎厚岸町役場 税務課 ０１５３－５２－３１３１

・課税の内容、各届出については・・資産税係
・納付・口座振替については・・・・収 納 係

ホームページもご覧ください → www.akkeshi-town.jp/kurashi/tax/


